
様式第２号（第3条、第4条関係） No.1

（単位：円）

円

円

入 札 価 格 再 入 札 価 格 再々入札価格 備 考

1 4,388,000

2 3,967,781

3 3,967,781

4 3,967,781

5 辞退

6 辞退

7 3,967,781

8 3,967,781

9 辞退

10 辞退

11 3,967,781 くじにより落札

12

13

14

15

入 札 執 行 （ 予 定 ） 日 時 令 和 7 年 1 月 16 日 09時04分

公共工事公表書

公 共 工 事 等 の 名 称 市道徳重清藤線道路災害復旧工事（6-1工区）

工 事 場 所 日置市伊集院町猪鹿倉地内

有限会社下御領組

予 定 価 格 の 110 分 の 100 4,388,000

落 札 者 の 商 号
又 は 名 称    株式会社ソイルテック

落 札 金 額 4,364,559

指 名 （ 入 札 ） し た 者 の
商 号 又 は 名 称

有限会社山之内建設

株式会社ウエダ開発

三高建設株式会社

吉村興業株式会社

事業規模に基づき過去の実績を考慮し、本工事の施工能力のある11社を指
名した。

有限会社瑞穂商会

有限会社田村建設

マキト技建株式会社

有限会社中村商会　伊集院支店

有限会社伊集院電気水道設備

株式会社ソイルテック

上記の者を指名した理由

備考　　入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法第234条第３項に規定する申
       込みに係る金額になる。



様式第２号（第3条、第4条関係） No.2

（単位：円）

円

円

入 札 価 格 再 入 札 価 格 再々入札価格 備 考

1 3,363,930

2 3,366,500

3 3,363,930

4 3,723,000

5 3,363,930

6 辞退

7 3,363,930 くじにより落札

8 3,363,930

9 3,723,000

10 辞退

11 3,366,360

12

13

14

15

入 札 執 行 （ 予 定 ） 日 時 令 和 7 年 1 月 16 日 09時20分

公共工事公表書

公 共 工 事 等 の 名 称 林道大谷線災害復旧工事

工 事 場 所 日置市伊集院町大田地内

有限会社下御領組

予 定 価 格 の 110 分 の 100 3,723,000

落 札 者 の 商 号
又 は 名 称 有限会社田村建設

落 札 金 額 3,700,323

指 名 （ 入 札 ） し た 者 の
商 号 又 は 名 称

有限会社山之内建設

株式会社ウエダ開発

三高建設株式会社

吉村興業株式会社

事業規模に基づき過去の実績を考慮し、本工事の施工能力のある11社を指
名した。

有限会社瑞穂商会

有限会社田村建設

マキト技建株式会社

有限会社中村商会　伊集院支店

有限会社伊集院電気水道設備

株式会社ソイルテック

上記の者を指名した理由

備考　　入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法第234条第３項に規定する申
       込みに係る金額になる。



様式第２号（第3条、第4条関係） No.3

（単位：円）

円

円

入 札 価 格 再 入 札 価 格 再々入札価格 備 考

1 2,686,000

2 2,686,000

3 2,686,000

4 2,686,000

5 2,686,000

6 2,550,600 落札

7 2,686,000

8 2,686,000

9 2,660,000

10 2,686,000

11 2,686,000

12 2,686,000

13 棄権

14

15

入 札 執 行 （ 予 定 ） 日 時 令 和 7 年 1 月 16 日 09時35分

公共工事公表書

公 共 工 事 等 の 名 称 市道高塚仕明線道路災害復旧工事

工 事 場 所 日置市東市来町養母地内

有限会社海田産業

予 定 価 格 の 110 分 の 100 2,686,000

落 札 者 の 商 号
又 は 名 称 野元興業株式会社

落 札 金 額 2,805,660

指 名 （ 入 札 ） し た 者 の
商 号 又 は 名 称

株式会社松建

株式会社下野建設

株式会社福地建設

東和建設株式会社

事業規模に基づき過去の実績を考慮し、本工事の施工能力のある13社を指
名した。

野元興業株式会社

東洋建設株式会社

有限会社平松組

荻土木有限会社

有限会社峯崎産業

株式会社松崎土木

有限会社堂園工務店

清文サービスセンター

上記の者を指名した理由

備考　　入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法第234条第３項に規定する申
       込みに係る金額になる。


